
新たなクライアント・クリアリング手数料体系の追加に伴う 

金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則の一部改正について 

 

 

 

Ⅰ．改正趣旨 

当社の金利スワップ取引清算業務におけるクライアント・クリアリング手数料は、クライアン

ト・クリアリングに係る清算約定の想定元本に応じた手数料体系となっており、取引量の多いク

ライアントにおいては、海外の清算機関と比べ割高であり参加しにくいとの指摘があることから、

取引量の多いクライアントが当社の金利スワップ取引清算業務に新たに参加しやすくなるよう、

新たな手数料体系を追加することとし、金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則に

ついて、別紙のとおり所要の改正を行う。 

 

 

Ⅱ．改正概要 

・クライアント・クリアリング手数料について、受託清算参加者があ

らかじめ委託取引口座ごとに届け出た場合には、当該委託取引口座

に係るクライアント・クリアリング手数料は、当該委託取引口座に

新規に記録される清算約定の件数及び当該委託取引口座に係る当初

証拠金所要額に応じた額とする。 

・この場合におけるクライアント・クリアリング手数料には、最低手

数料額を設ける。 

（備  考） 

･ 金利スワップ取引清算

業務に係る手数料に関

する規則第５条の２の

２ 

 

 

Ⅲ．施行日 

  ２０１６年１１月３０日から施行する。 

 

以   上 
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金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（クライアント・クリアリング手数料に係る

特則） 

第５条の２の２ 前条の規定にかかわらず、

清算参加者が、本条の規定の適用を受ける

委託取引口座として、当社所定の様式によ

り当社に対してあらかじめ届け出た場合

には、当該委託取引口座（以下「届出委託

取引口座」という。）に係るクライアント・

クリアリング手数料は、クライアント・ク

リアリングに係る清算約定に関する新規

債務負担手数料及び当初証拠金連動手数

料の二種類とする。 

２ 前項に規定する場合における各月のク

ライアント・クリアリングに係る清算約定

に関する新規債務負担手数料は、当該各月

に成立し届出委託取引口座に記録された

清算約定１件あたり３，０００円とする。 

３ 第１項に規定する場合における各月の

クライアント・クリアリングに係る清算約

定に関する当初証拠金連動手数料は、当該

届出委託取引口座に係る日々の当初証拠

金所要額（休業日については、当該休業日

の前当社営業日に通知する当初証拠金所

要額）に０．００１を乗じた金額を３６５

で除した額を、合計した金額とする。 

４ 第１項に規定する届出は、毎年３月又は

９月に行うものとする。当該届出が行われ

た場合には、当該届出の行われた月の翌月

のクライアント・クリアリング手数料か

ら、本条の規定が適用される。 

５ 前項の規定にかかわらず、清算参加者が

クライアント・クリアリングに係る委託取

引口座を新たに開設する場合には、当該清

 

 

（新設） 
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算参加者は、当該開設と同時に第１項に規

定する届出を行うことができるものとす

る。この場合には、当該開設後最初にクラ

イアント・クリアリングに係る清算約定が

成立した月のクライアント・クリアリング

手数料から、本条の規定が適用される。 

６ 清算参加者は、第１項に規定する届出を

取り下げることができるものとする。当該

取下げは、毎年３月又は９月に行うものと

し、当該取下げが行われた場合には、当該

取下げの行われた月の翌月のクライアン

ト・クリアリング手数料から、本条の規定

が適用されず、前条の規定が適用される。 

７ 前各項の規定にかかわらず、届出委託取

引口座に関し、ある月の属する計算年度の

開始月（当該計算年度の途中から本条の規

定が適用される場合には、本条の規定の適

用が開始される月をいう。以下この項にお

いて同じ。）から当該月までの各月につき、

第１項から第３項までの規定に基づき算

出した当該月のクライアント・クリアリン

グ手数料に相当する額と当該開始月から

当該月の前月までの当該届出委託取引口

座に係るクライアント・クリアリング手数

料の総額の合計額が、当該開始月から当該

月までの経過月数に３３３万円を乗じた

金額（以下「最低手数料額」という。）に

満たない場合には、当該合計額と最低手数

料額との差額を、当該月につき第１項から

第３項までの規定に基づき算出したクラ

イアント・クリアリング手数料に相当する

額に加算した金額を、当該月の当該届出委

託取引口座に係るクライアント・クリアリ

ング手数料とする。 

８ 前各項の規定は、業務方法書第５３条に

規定する取引毎コンプレッション、同第５
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３条の２に規定するクーポン・ブレンディ

ング、同第５３条の２の２に規定する一括

コンプレッション又は同第５３条の２の

３に規定する参加者提案型コンプレッシ

ョンにより、クライアント・クリアリング

に係る清算約定が成立し届出委託取引口

座に記録される場合の当該清算約定に関

するクライアント・クリアリング手数料に

ついて準用する。 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２８年１１月３０

日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

２ 第５条の２の２第４項の規定にかかわ

らず、施行日の属する計算年度において

は、清算参加者は第５条の２の２第１項の

届出を施行日以降の各月に行うことがで

きるものとする。 

 

 




